
平成２３年度 北陸地方整備局  
第５回事業評価監視委員会  議事録（概要） 

 
１．日  時      平成２３年１２月２０日（火）  １３時３０分～１５時５０分 
 
２．場  所      北陸地方整備局  ４階  共用会議室 

 
３．出席者      委    員：大川委員長、川邉委員、長谷川委員、古田委員、細山田委員 
                北陸地整：局長、副局長、次長、企画部長、建政部長、河川部長、 

道路部長、港湾空港部長、営繕部長、用地部長他 
４．審  議 
（１） 河川事業の事後評価 

■今後の事後評価及び改善措置の必要性等について 
以下の事業について審議した結果、次のとおりとなった。 

      ○関川総合水系環境整備事業 

       ○小矢部川総合水系環境整備事業  

     ○神通川特定構造物改築事業  

今後の事後評価及び改善処置、計画・調査のあり方、事業評価手法 
についての見直しの必要性なし。 

■意見 

 ○防災面等、環境以外の多様な効果について、一般の方に理解いただけるような
取り組みも必要。 

 

（２） 地すべり事業の事後評価 
■今後の事後評価及び改善措置の必要性等について 

以下の事業について審議した結果、次のとおりとなった。 

      ○赤崎地区直轄地すべり対策事業 

        今後の事後評価及び改善処置、計画・調査のあり方、事業評価手法 
についての見直しの必要性なし。 

■意見 
 ○特になし。 
 

（３） 道路事業の事後評価 

■今後の事後評価及び改善措置の必要性等について 
以下の事業について審議した結果、次のとおりとなった。 

○国道 7 号 中条黒川バイパス 

     ○国道 49 号 安田バイパス 

    ○国道 116 号 巻バイパス 

     ○国道 116 号 新潟西バイパス 

     ○国道 470 号 穴水道路 

        今後の事後評価及び改善処置、計画・調査のあり方、事業評価手法 

についての見直しの必要性なし。 
■意見 

 ○特になし。 

 
（４） 港湾事業の事後評価 

■今後の事後評価及び改善措置の必要性等について 

以下の事業について審議した結果、次のとおりとなった。 

○新潟港東港地区泊地整備事業 



        今後の事後評価及び改善処置、計画・調査のあり方、事業評価手法 

についての見直しの必要性なし。 
■意見 

 ○特になし。 

 


